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＜今号の主な内容＞
介護離職と介護休業――「仕事と介護の両立に関する調査」から

池田　心豪　JILPT 副主任研究員

仕事と介護の両立を可能にする柔軟な働き方
　　――就業時間の途中で職場を離れられる「中抜け」を中心に

高見　具広　JILPT 研究員

いかに企業は従業員の仕事と介護の両立と
　高いモチベーション維持の両者を実現させるのか� 松原　光代　学習院大学特別客員教授
厚生労働省「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書」
　　――介護と育児の支援策を提起� 調査・解析部
人手不足感が高止まり
　　――平成 26 年度介護労働実態調査から

仕事と介護の両立が社会的課題として語られるようになって久しい。総務省統計局の「平成 24 年
就業構造基本調査結果の概要」（平成 25 年 7 月）をみると、介護している有業者は約 291 万人、過
去５年間（平成 19 年 10 月～ 24 年 9 月）に介護・看護のために離職した人が約 49 万人にも上って
いる。こうした離職者は雇用や収入など生活基盤を失い、企業にとっても貴重な人材の損失となる。
介護離職を防ぎ、仕事との両立を図るためには、どうすれば良いのか。特集では、当機構の労働政
策研究報告書№ 170「仕事と介護の両立」所収の池田、高見、松原３氏の論文や、厚生労働省の「今
後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書」などから、家族介護への向き合い方や、両立実
現のために望まれる方策を考える。

仕事と介護の両立
―― 離職しない柔軟な働き方

特�集
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Ⅰ
は
じ
め
に

　

本
格
的
な
超
高
齢
社
会
の
到
来
を
目
前
に

し
て
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
へ
の
関
心
が
高

ま
り
つ
つ
あ
る
。
現
在
年
間
に
約
一
〇
万
人

が
介
護
を
理
由
に
離
職
し
て
い
る
と
言
わ
れ

て
い
る
が
、
団
塊
世
代
の
加
齢
に
と
も
な
っ

て
要
介
護
者
は
ま
す
ま
す
増
え
る
と
見
込
ま

れ
て
お
り
、介
護
に
よ
る
離
職（
介
護
離
職
）

も
ま
す
ま
す
深
刻
な
問
題
に
な
る
と
言
わ
れ

て
い
る
。

　

介
護
離
職
を
防
ぎ
、
介
護
者
の
就
業
継
続

を
支
援
す
る
た
め
、
日
本
で
は
、
介
護
休
業

が
法
制
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
介
護
休

業
の
取
得
者
は
少
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

仕
事
と
介
護
の
両
立
を
図
る
労
働
者
の
ニ
ー

ズ
と
介
護
休
業
制
度
の
枠
組
み
と
の
間
に
乖

離
が
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

先
月
発
表
さ
れ
た
厚
生
労
働
省
雇
用
均

等
・
児
童
家
庭
局
の
「
今
後
の
仕
事
と
家
庭

の
両
立
支
援
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
」（
報

告
書
の
概
要
は
Ｐ
20
参
照
）
に
お
い
て
も
、

介
護
休
業
制
度
の
枠
組
み
に
つ
い
て
大
き
く

取
り
上
げ
て
い
る
。
同
研
究
会
は
、
育
児
・

介
護
休
業
法
の
見
直
し
を
目
的
に
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
筆
者
も
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と

し
て
議
論
に
参
加
し
た
。
そ
の
と
き
の
雰
囲

気
か
ら
も
、
介
護
休
業
制
度
の
見
直
し
は
重

要
な
課
題
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
で
は
、

ど
の
よ
う
な
点
に
留
意
し
て
見
直
す
こ
と
が

適
切
な
の
か
。
同
研
究
会
で
も
報
告
し
た
当

機
構
の
「
仕
事
と
介
護
の
両
立
に
関
す
る
調

査
」（
二
〇
一
四
年
）
の
結
果
か
ら
示
唆
さ
れ

る
知
見
を
以
下
で
解
説
す
る（
１
）。

Ⅱ
介
護
者
の
就
業
状
況

　

本
題
に
入
る
前
に
、
議
論
の
前
提
と
な
る

介
護
者
の
就
業
状
況
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

図
１
に
調
査
対
象
者
の
現
在
の
就
業
の
有

無
と
雇
用
形
態
を
示
す
。
伝
統
的
な
介
護
者

は
中
高
年
の
女
性
で
あ
る
が
、
そ
の
主
な
雇

用
形
態
は
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
図
１
の
下
段
に
あ
る
男
女
計
の
結
果

を
見
る
と
、
正
規
雇
用
と
非
正
規
雇
用
の
割

合
は
同
じ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
正
規

雇
用
に
も
介
護
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
と
い
え

る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
図
１
の
男
女
別
の

結
果
か
ら
、
正
規
雇
用
率
の
高
い
男
性
や
女

性
の
中
で
も
二
〇
代
や
三
〇
代
と
い
っ
た
若

年
層
の
介
護
者
が
増
え
て
い
る
と
い
う
事
情

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
こ
の
調
査
で
は
少
し
で
も
介
護
を

担
っ
て
い
た
ら
介
護
者
と
し
て
調
査
の
対
象

に
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
男
性
や
若
年

層
の
介
護
は
手
伝
い
程
度
で
は
な
い
か
と
思

う
読
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
図
２
に

あ
る
よ
う
に
、
主
た
る
介
護
者
と
な
っ
て
い

る
男
性
や
若
者
も
少
な
く
な
い
。
男
女
を
比

較
す
れ
ば
女
性
の
方
が
そ
の
比
率
は
高
い
が
、

男
性
も
約
四
割
が
主
介
護
者
で
あ
る
。
低
い

比
率
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
最
も

若
い
二
〇
代
で
も
約
三
割
は
主
介
護
者
で
あ

る
。

　

介
護
問
題
に
関
す
る
企
業
の
関
心
が
近
年

高
ま
り
つ
つ
あ
る
背
景
と
し
て
、
正
規
雇
用

で
働
く
中
核
社
員
の
介
護
離
職
に
対
す
る
危

機
意
識
が
あ
る
。
介
護
を
従
来
ど
お
り
中
高

年
女
性
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
も
、
今
後

の
女
性
の
職
域
拡
大
や
就
業
継
続
率
の
上
昇

に
よ
り
、
中
核
社
員
が
介
護
に
直
面
す
る
可

能
性
は
高
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
よ
り
も
早
く
男
性
や
若
年
層
へ

の
介
護
の
広
が
り
が
正
規
雇
用
の
介
護
者
を

増
や
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
結
果
か

ら
う
か
が
え
る
。

介
護
離
職
と
介
護
休
業

　
　
　

―
「
仕
事
と
介
護
の
両
立
に
関
す
る
調
査
」
か
ら

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
副
主
任
研
究
員　

池�

田　

心�

豪

図１　現在の就業状況
－性・年齢別－
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41.7%

48.6%

41.2%

41.1%
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▼女性

全体(N=1233)
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で
は
、
正
社
員
介
護
者
の
離
職
率
は
ど
の

程
度
だ
ろ
う
か
。
表
１
は
男
女
別
の
介
護
開

始
時
の
就
業
の
有
無
と
雇
用
形
態
ご
と
に
現

在
の
就
業
の
有
無
と
雇
用
形
態
を
示
し
て
い

る
。
介
護
開
始
時
に
就
業
し
て
い
た
が
、
現

在
（
調
査
時
）
に
非
就
業
で
あ
る
者
は
離
職

し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
非

就
業
の
割
合
が
最
も
高
い
の
は
、
介
護
開
始

時
に
非
正
規
雇
用
だ
っ
た
女
性
で
あ
り
、
約

二
割
が
調
査
時
点
で
非
就
業
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
比
べ
て
、
介
護
開
始
時
に
正
規
雇
用

で
あ
っ
た
女
性
は
低
い
が
、
約
一
割
は
非
就

業
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
の
非
正
規

雇
用
の
比
率
は
一
〇
・
二
％
あ
り
、
合
わ
せ

て
約
二
割
が
正
規
雇
用
で
の
就
業
を
辞
め
て

い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
一
方
、
男
性
の

離
職
率
を
み
る
と
い
ず
れ
の
雇
用
形
態
に
お

い
て
も
女
性
よ
り
は
そ
の
割
合
が
低
い
。
だ

が
、
男
性
正
規
雇
用
で
も
、
七
・
六
％
は
非

就
業
に
な
っ
て
お
り
、
非
正
規
雇
用
の
六
・

五
％
を
加
え
る
と
、
一
割
以
上
が
正
規
雇
用

で
の
就
業
を
辞
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
割
や
二
割
と
い
う
離
職
率
の
数
値
を
み

る
と
、
意
外
と
低
い
と
思
う
読
者
も
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
女
性
の
出
産
退
職
率
が
約
六

割
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
確
か
に
低
い
。

し
か
し
、
介
護
者
の
離
職
の
ダ
メ
ー
ジ
は
人

数
に
還
元
で
き
な
い
側
面
が
あ
る
。
若
年
層

に
も
広
が
り
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
な
お
介

護
者
の
中
心
は
中
高
年
で
あ
る
。
企
業
に

と
っ
て
選
抜
と
育
成
に
時
間
を
費
や
し
て
き

た
ベ
テ
ラ
ン
の
流
出
は
一
人
で
も
避
け
た
い

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
労
働
者
個
人
に
と
っ
て

も
そ
こ
ま
で
築
い
て
き
た
キ
ャ
リ
ア
を
失
う

こ
と
の
ダ
メ
ー
ジ
は
大
き
い
と
予
想
さ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
、
一
割
や
二
割
で
あ
っ
て
も
看

過
で
き
る
問
題
で
は
な
い
。

Ⅲ
介
護
休
業
制
度
の
離
職

抑
制
効
果

　

介
護
休
業
は
、
こ
の
よ
う
な
介
護
者
の
離

職
防
止
策
と
し
て
法
制
化
さ
れ
て
い
る
。
だ

が
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
取

得
者
は
少
な
い
。
果
た
し
て
、
こ
の
制
度
に

期
待
さ
れ
る
よ
う
な
離
職
抑
制
効
果
が
あ
る

の
か
、
こ
の
点
を
デ
ー
タ
で
見
て
い
こ
う
。

表１　介護開始時の就業状況別　現在の就業状況

現在の就業状況
N

正規雇用 非正規雇用 経営者等 非就業

介
護
開
始
時
の
就
業
状
況

▼男性

正規雇用 80.6% 6.5% 5.3% 7.6% 340

非正規雇用 12.5% 63.8% 6.3% 17.5% 80

経営者等 2.8% 6.6% 90.6% 0.0% 106

非就業 20.8% 14.2% 8.5% 56.6% 106

▼女性

正規雇用 72.5% 10.2% 3.3% 13.9% 244

非正規雇用 1.9% 76.3% 1.4% 20.3% 418

経営者等 3.8% 5.7% 80.0% 10.5% 105

非就業 3.4% 12.0% 2.1% 82.4% 466

図３　介護開始時勤務先の離転職割合
－介護開始時雇用形態・介護休業制度有無別－

図２　主介護者割合
－男女別・年齢別－
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44.0%

56.7%

28.2%

41.7%

51.4%

57.7%
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全体(N=1865)

▼男女別

男性(N=632)

女性(N=1233)

▼年齢別

20‐29歳 (N=117)

30‐39歳 (N=216)

40‐49歳 (N=486)

50‐59歳 (N=1046)

77.4%

59.4%

62.6%

11.5%

24.5%

22.8%

11.1%

16.1%

14.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護休業制度あり (N=217)

なし (N=576)

わからない (N=289)

継続 転職 離職

分析対象：2000年4月以降介護開始かつ介護開始時雇用

継続：介護開始時と同じ勤務先で現在就業
転職：介護開始時と別の勤務先で現在就業
離職：介護開始時の勤務先を辞めて現在非就業

以下図９まで同じ
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以
下
で
は
、
介
護
開
始
当
時
に
雇
用
就
業
し

て
い
た
者
に
分
析
対
象
を
限
定
し
、
そ
の
対

象
者
が
介
護
開
始
時
と
同
じ
勤
務
先
で
現
在

も
働
い
て
い
る
か
、
反
対
に
そ
の
勤
務
先
を

辞
め
て
い
る
か
を
デ
ー
タ
で
示
す（
２
）。

　

図
３
は
、
介
護
開
始
時
の
勤
務
先
で
の
就

業
継
続
状
況
と
現
在
ま
で
の
離
転
職
割
合
を
、

介
護
開
始
時
の
勤
務
先
に
お
け
る
介
護
休
業

制
度
の
有
無
別
に
示
し
て
い
る
。
グ
ラ
フ
の

白
い
帯
が
介
護
開
始
か
ら
調
査
時
点
ま
で
の

就
業
継
続
率
で
あ
る
が
、
介
護
休
業
制
度
が

「
あ
っ
た
」
場
合
は
「
な
か
っ
た
」「
わ
か
ら

な
い
」
よ
り
も
そ
の
割
合
が
高
い（
３
）。
そ

の
意
味
で
、
介
護
休
業
制
度
に
は
介
護
者
の

離
職
抑
制
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
な
お
、
図
表
は
割
愛
す
る
が
、
現
状
で

は
正
規
雇
用
の
介
護
休
業
の
取
得
経
験
者
が

一
一
・
八
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
非
正
規
雇

用
は
三
・
八
％
に
留
ま
る
。
ま
た
、
正
規
雇

用
と
非
正
規
雇
用
に
は
雇
用
の
継
続
性
に
違

い
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
以
下
で
は
正
規
雇
用

に
焦
点
を
絞
っ
て
、
介
護
休
業
制
度
と
離
転

職
と
の
関
係
を
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
し

よ
う
。

　

現
在
の
法
定
介
護
休
業
は
、「
要
介
護
状
態

に
至
る
ご
と
に
一
回
通
算
九
三
日
ま
で
」
と

定
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
企
業
の
中
に
は

法
定
を
上
回
る
介
護
休
業
制
度
の
規
定
を
設

け
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

介
護
者
の
離
転
職
が
い
っ
そ
う
抑
制
さ
れ
る

だ
ろ
う
か
。
図
４
に
結
果
を
示
し
て
い
る
が
、

勤
務
先
で
認
め
ら
れ
る
最
長
介
護
休
業
期
間

が
「
三
カ
月
ま
で
」
と
「
三
カ
月
超
」
で
は

就
業
継
続
率
に
差
は
見
ら
れ
な
い
。
図
５
を

見
る
と
、
介
護
休
業
期
間
の
長
さ
よ
り
も
、

分
割
取
得
の
可
否
の
方
が
就
業
継
続
に
プ
ラ

ス
に
作
用
し
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
図
は
介
護
開
始
時
の
勤
務
先
の
介
護

休
業
制
度
に
お
け
る
休
業
の
分
割
取
得
の
可

否
別
に
離
転
職
割
合
を
示
し
て
い
る
。「
分

割
で
き
た
」
は
「
で
き
な
か
っ
た
」
よ
り
も

就
業
継
続
率
が
高
い（
４
）。
労
働
政
策
研
究
・

研
修
機
構
に
よ
る
『
介
護
休
業
制
度
の
利
用

拡
大
に
向
け
て
』（
労
働
政
策
研
究
報
告
書
№

73
、
二
〇
〇
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
介
護
の
た

め
に
連
続
し
た
期
間
仕
事
を
休
む
必
要
が
あ

る
介
護
者
は
少
な
く
、
そ
の
必
要
が
あ
る
場

合
も
長
期
間
に
お
よ
ぶ
割
合
は
低
い
。
図
５

は
、
そ
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
知
見
と
整
合

的
で
あ
る
。つ
ま
り
、「
長
期
の
休
業
を
一
回
」

よ
り
も
「
短
期
の
休
業
を
複
数
回
」
の
方
が
、

仕
事
と
介
護
の
両
立
を
図
る
介
護
者
の
ニ
ー

ズ
に
即
し
て
お
り
、
こ
れ
を
可
能
に
す
る
介

護
休
業
制
度
は
就
業
継
続
支
援
と
し
て
よ
り

効
果
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
う
一
つ
。
介
護
休
業
中
の
所
得
保
障
と

の
関
係
を
見
て
お
こ
う
。
図
６
は
介
護
休
業

中
の
所
得
保
障
の
有
無
別
に
介
護
開
始
時
勤

務
先
の
離
転
職
割
合
を
示
し
て
い
る
。「
所

得
保
障
な
し
」
に
比
べ
て
、「
一
部
保
障
」「
全

額
保
障
」
は
就
業
継
続
率
が
高
い
。
現
行
の

介
護
休
業
は
雇
用
保
険
か
ら
休
業
前
賃
金
の

四
割
が
保
障
さ
れ
る
。
こ
の
介
護
休
業
給
付

に
は
就
業
継
続
を
高
め
る
効
果
が
あ
る
可
能

性
を
、
図
６
は
示
唆
し
て
い
る
。
特
に
「
転

職
」
割
合
が
低
く
、
就
業
可
能
な
介
護
者
の

流
出
を
抑
制
す
る
効
果
が
あ
る
と
い
え
る
。

だ
が
、「
一
部
保
障
」
と
「
全
額
保
障
」
の
比

較
に
お
い
て
は
明
ら
か
な
差
が
あ
る
と
は
い

え
な
い
結
果
に
な
っ
て
い
る（
５
）。
所
得
保

障
の
さ
ら
な
る
充
実
に
よ
り
、
休
業
中
の
経

済
的
な
不
安
が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
は
介
護
者

に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
そ
の
こ
と
と
就
業
継
続
の
可
否
は
別

図４　介護開始時勤務先の離転職割合
－介護開始時勤務先の介護休業最長期間別－

（介護開始時正規雇用）

図５　介護開始時勤務先の離転職割合
－介護開始時勤務先における介護休業の分割取得の可否別－

（介護開始時正規雇用）

図６　介護開始時勤務先の離転職割合
－介護開始時勤務先における介護休業中の所得保障の有無別－

（介護開始時正規雇用）
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の
問
題
で
あ
る
可
能
性
を
こ
の
結
果
は
示
唆

し
て
い
る
。

Ⅳ
介
護
期
の
柔
軟
な
働
き
方

　

介
護
休
業
と
並
ぶ
仕
事
と
介
護
の
両
立
支

援
と
し
て
、
育
児
・
介
護
休
業
法
は
所
定
労

働
時
間
短
縮
等
の
措
置
を
企
業
に
義
務
づ
け

て
い
る
。
育
児
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
〇
年

施
行
の
改
正
育
児
・
介
護
休
業
法
か
ら
短
時

間
勤
務
が
単
独
で
義
務
化
さ
れ
て
お
り
、
育

児
休
業
と
並
ぶ
両
立
支
援
の
柱
と
し
て
定
着

し
つ
つ
あ
る
。
介
護
に
つ
い
て
も
同
様
に
、

短
時
間
勤
務
の
普
及
・
拡
大
は
重
要
と
い
え

る
だ
ろ
う
か
。

　

図
７
に
介
護
開
始
時
勤
務
先
の
短
時
間
勤

務
制
度
の
有
無
別
に
離
転
職
割
合
を
示
し
て

い
る
が
、
短
時
間
勤
務
制
度
が
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
就
業
継
続
率
が
高
ま
る
、
と
は
い
え

な
い
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
現
行
の

育
児
・
介
護
休
業
法
が
定
め
る
短
時
間
勤
務

の
期
間
は
介
護
休
業
と
合
わ
せ
て
九
三
日
ま

で
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
介
護
休
業
と
同
様
に

緊
急
対
応
と
態
勢
づ
く
り
の
た
め
の
制
度
と

し
て
設
計
さ
れ
て
お
り
、
日
常
的
な
介
護
に

対
応
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
も
の
に
は
な
っ

て
い
な
い
。
そ
う
し
た
背
景
の
も
と
、
前
述

の
労
働
政
策
研
究
報
告
書
№
73
で
は
、
勤
務

先
の
制
度
を
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
に
始
業
・
終
業
時
刻
を
変
更
し

て
勤
務
時
間
を
短
縮
し
て
い
る
実
態
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
図
８
で
、
そ
の

よ
う
な
実
際
の
勤
務
時
間
の
短
縮
の
有
無
別

に
離
転
職
割
合
を
見
て
も
、
勤
務
時
間
の
短

縮
が
就
業
継
続
率
の
上
昇
に
結
び
つ
く
と
は

い
え
な
い
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
よ
り
も
効
果
が
期
待
で
き
そ
う
な
の

が
、
残
業
や
休
日
労
働
と
い
っ
た
所
定
外
労

働
の
免
除
で
あ
る
。
図
９
は
、
介
護
開
始
時

勤
務
先
の
所
定
外
労
働
免
除
制
度
の
有
無
別

に
離
転
職
割
合
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
制

度
が
あ
る
場
合
に
は
就
業
継
続
率
が
高
く

な
っ
て
い
る
。
こ
の
所
定
外
労
働
免
除
は
、

育
児
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
短
時
間
勤
務

制
度
と
と
も
に
二
〇
一
〇
年
か
ら
単
独
で
義

務
化
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
介
護
と
の
関
係

に
お
い
て
は
法
律
の
規
定
が
な
い
。
今
後
の

仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
制
度
の
拡
充
に
あ

た
っ
て
、
検
討
に
値
す
べ
き
課
題
だ
と
い
え

よ
う
。

Ⅴ
お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
な
結
果
か
ら
、
今
後
の
仕
事

と
介
護
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
う
え
で
、
育

児
と
介
護
の
違
い
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。「
育
児
・
介
護
休

業
法
」
と
い
う
法
律
の
名
前
に
も
表
れ
て
い

る
よ
う
に
、
育
児
と
介
護
は
、
と
も
に
家
族

的
責
任
と
い
う
意
味
で
共
通
し
て
い
る
部
分

が
あ
る
。
だ
が
、
十
分
な
支
援
の
効
果
が
期

待
で
き
る
両
立
支
援
制
度
を
構
築
す
る
た
め

に
は
、
共
通
点
に
だ
け
で
な
く
、
相
違
点
に

も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

休
業
の
長
期
化
よ
り
も
分
割
取
得
、
短
時

間
勤
務
よ
り
も
所
定
外
労
働
の
免
除
、
こ
の

よ
う
な
結
果
は
育
児
と
介
護
の
違
い
を
端
的

に
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
育
児
よ
り
介
護

の
方
が
出
勤
で
き
る
の
で
あ
る
。
育
児
と
い

う
ケ
ア
は
時
間
的
な
拘
束
力
が
強
い
。
か
り

に
一
時
間
で
あ
っ
て
も
、
乳
幼
児
を
一
人
置

い
て
仕
事
に
出
る
と
い
う
こ
と
は
容
認
さ
れ

図７　介護開始時勤務先の離転職割合
－介護開始時勤務先の短時間勤務制度の有無別－

（正規雇用・介護休業制度あり）

図８　介護開始時勤務先の離転職割合
－介護開始時勤務先での勤務短縮の有無別－

（正規雇用・介護休業制度あり）

図９　介護開始時勤務先の離転職割合
－介護開始時勤務先の所定外労働免除制度の有無別－

（正規雇用・介護休業制度あり）
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な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
大
幅
な
仕
事
の
調

整
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
長
期
の
育
児
休

業
や
短
時
間
勤
務
の
ニ
ー
ズ
が
発
生
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
介
護
に
お
い
て
は
ケ
ア
を

必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
と
は
い
え
、
あ
る

程
度
一
人
で
過
ご
す
こ
と
の
で
き
る
要
介
護

者
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
長
期
の
休

業
や
短
時
間
勤
務
の
ニ
ー
ズ
が
低
い
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
点
に
留
意
し
て
、
適
切
な
仕

事
と
介
護
の
両
立
支
援
制
度
の
構
築
に
向
け

て
議
論
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
い
え
る
。

〔
注
〕

１　

調
査
対
象
は
現
在
家
族
や
親
せ
き
の
介
護
を
し
て
い

る
男
女
二
〇
～
五
九
歳
。
調
査
会
社
の
ウ
ェ
ブ
モ
ニ

タ
ー
に
回
収
数
が
二
〇
〇
〇
人
に
達
す
る
ま
で
調
査
依

頼
を
し
た
。
な
お
、
回
収
に
当
た
っ
て
は
、
性
・
年
齢

別
の
就
業
の
有
無
と
雇
用
形
態
お
よ
び
男
女
別
の
職
業

分
布
が「
平
成
二
四
年
就
業
構
造
基
本
調
査
」（
総
務
省
）

に
お
い
て
介
護
を
し
て
い
る
者
に
近
似
す
る
よ
う
に
し

て
い
る
。
主
な
調
査
事
項
は
、
介
護
開
始
時
の
介
護
状

況
（
要
介
護
者
の
状
態
、
本
人
の
介
護
役
割
、
介
護
負

担
等
）、
介
護
開
始
時
の
就
業
状
況
（
労
働
時
間
、
異
動
、

離
転
職
、
両
立
支
援
制
度
等
）、
現
在
の
介
護
状
況
（
要

介
護
者
の
状
態
、
本
人
の
介
護
役
割
、
介
護
負
担
等
）、

現
在
の
就
業
状
況
（
職
務
の
性
質
、
仕
事
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
、
両
立
支
援
制
度
等
）。
調
査
時
期
は
二
〇
一

四
年
九
月
一
九
日（
金
）～
一
〇
月
一
日（
水
）。
調
査
実

施
は
日
本
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
に
委
託
。
調
査
結
果
の

詳
細
は
労
働
政
策
研
究
報
告
書
№
170
『
仕
事
と
介
護
の

両
立
』
と
し
て
公
表
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
そ
の
一
部

を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

２　

介
護
休
業
制
度
は
同
一
勤
務
先
で
の
就
業
継
続
を
目

的
と
し
た
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
以
下
で
断
り
な
く

「
就
業
継
続
」
と
い
う
場
合
は
同
一
勤
務
先
で
の
就
業

継
続
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
と
の
対
比
で
、
介
護
期
間

中
に
就
業
を
継
続
は
し
て
い
る
が
別
の
勤
務
先
に
移
る

「
転
職
」
は
、
広
義
の
離
職
に
含
め
、「
離
転
職
」
と
し

て
議
論
す
る
。

３　
「
わ
か
ら
な
い
」
の
場
合
は
、
就
業
継
続
率
が
や
や

低
く
な
っ
て
お
り
、「
転
職
」
割
合
が
や
や
高
い
。
本
調

査
は
個
人
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
介
護
休
業
制
度

が
「
な
か
っ
た
」
と
い
う
回
答
に
、
制
度
の
有
無
を
理

解
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
、
つ
ま
り
「
わ
か
ら
な
い
」
に

近
い
ケ
ー
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の

た
め
、「
な
か
っ
た
」
と
「
わ
か
ら
な
い
」
の
回
答
傾
向

が
近
く
な
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　
「
分
割
で
き
な
か
っ
た
」
の
サ
ン
プ
ル
サ
イ
ズ
は
小

さ
い
が
統
計
的
に
有
意
な
差
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。

５　
「
一
部
保
障
」
の
サ
ン
プ
ル
サ
イ
ズ
が
小
さ
い
た
め
、

保
障
の
程
度
の
詳
細
な
検
討
は
別
の
機
会
の
課
題
と
し

た
い
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

池
田
心
豪
（
い
け
だ
・
し
ん
ご
う
）

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ 

副
主
任
研
究
員

東
京
工
業
大
学
大
学
院
社
会
理
工
学
研
究
科

博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。
職
業
社
会
学
専

攻
。
二
〇
〇
五
年
入
職
、
二
〇
一
一
年
よ
り

現
職
。

最
近
の
主
な
研
究
成
果
に
、『
仕
事
と
介
護
の

両
立
』（
共
著
、
労
働
政
策
研
究
報
告
書
№
170
、

二
〇
一
五
年
）、『
父
親
の
働
き
方
と
家
庭
生

活
―
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
結
果
報
告
』（
共
著
、

資
料
シ
リ
ー
ズ
№
136
、
二
〇
一
四
年
）、「
仕

事
と
介
護
の
両
立
支
援
の
新
た
な
課
題
―
介

護
疲
労
へ
の
対
応
を
―
」（
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
ペ
ー
パ
ー
、
№
13
ー
01
、
二
〇
一
三
年
）、

『
介
護
休
業
制
度
の
利
用
拡
大
に
向
け
て
―

「
介
護
休
業
制
度
の
利
用
状
況
に
関
す
る
研

究
」
報
告
書
―
』（
共
著
、
労
働
政
策
研
究
報

告
書
№
73
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。
ま
た
学

術
論
文
に
、「
介
護
疲
労
と
休
暇
取
得
」（『
日

本
労
働
研
究
雑
誌
』
№
643
、
二
〇
一
四
年
）、

「
出
産
退
職
を
抑
制
す
る
労
使
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
―
企
業
の
取
組
み
と
労
働
組
合

の
効
果
」（『
大
原
社
会
問
題
研
究
雑
誌
』
№

655
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
。


